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１．計画ごみ質の見直し（検証） 

計画ごみ質とは、計画目標年次におけるごみ質のことであり、焼却施設の設計をす

るための前提条件となる、燃焼用空気量、排ガス量、灰の処分量などの算定や、ごみ

ピット、焼却炉本体、排ガス処理設備など各主要設備の容量や能力を決めるために必

要な情報であり、余熱利用計画とも密接な関係がある。 

計画ごみ質は、沼津市新中間処理施設整備基本構想（以下、「基本構想」という）

において設定しているが、重要な計画諸元であるため、本市のごみ焼却施設において

実施している可燃ごみのごみ質分析結果（直近 5年分）を基に基本構想において設定

した計画ごみ質の見直し（検証）を行う。 

 

（１）低位発熱量 

平成21年度から平成25年度までの過去5年間におけるごみ質分析結果を表-1に、

低位発熱量の推移を図-1に示す。 
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表-1 ごみ質分析結果 

 

紙･布類
ﾋﾞﾆｰﾙ･合

成樹脂･ｺﾞ
ﾑ･皮革類

木･竹
･ワラ類

厨芥類 不燃物 その他 可燃分 灰分 水分 計算値

H21.4.3 1 31.5 28.2 21.8 15.3 0.8 2.4 48.5 3.6 47.9 0.120 7,930
H21.5.8 2 33.8 20.8 4.8 39.2 0.8 0.8 27.1 2.2 70.7 0.220 3,320
H21.6.1 3 35.3 10.3 32.6 20.7 0.6 0.5 40.1 3.9 56.0 0.210 6,150
H21.7.1 4 58.5 20.0 3.5 16.5 0.5 1.0 49.8 4.3 45.9 0.190 8,220
H21.8.3 5 50.0 15.5 10.5 22.5 0.5 1.0 38.0 3.5 58.5 0.240 5,690
H21.9.1 6 49.5 14.2 17.9 17.0 0.5 0.9 34.8 2.8 62.4 0.280 4,990
H21.10.1 7 49.5 6.1 14.6 27.3 0.5 2.0 44.6 2.5 52.9 0.210 7,080
H21.11.4 8 41.7 28.3 8.3 20.0 0.9 0.8 45.1 1.8 53.1 0.130 7,160
H21.12.1 9 36.6 11.3 38.2 12.9 0.5 0.5 37.4 2.5 60.1 0.230 5,540
H22.1.5 10 62.0 7.6 5.1 24.1 0.6 0.6 36.1 1.9 62.0 0.210 5,250
H22.2.1 11 56.9 9.6 1.6 30.9 0.5 0.5 51.6 4.5 43.9 0.170 8,630
H22.3.1 12 62.5 10.2 11.4 13.6 1.2 1.1 32.9 4.1 63.0 0.120 4,620
H22.4.1 13 45.0 25.0 18.3 10.0 0.9 0.8 31.8 3.1 65.1 0.170 4,350
H22.5.7 14 44.7 20.3 8.1 24.4 0.9 1.6 38.7 5.4 55.9 0.140 5,880
H22.6.1 15 58.0 8.7 24.2 5.3 0.9 2.9 35.7 4.7 59.6 0.260 5,220
H22.7.1 16 56.2 9.0 11.2 15.2 2.3 5.6 32.4 3.8 63.8 0.250 4,500
H22.8.2 17 69.4 4.2 9.7 15.3 0.7 0.7 36.1 5.4 58.5 0.170 5,330
H22.9.1 18 33.9 28.2 1.7 33.9 1.2 1.1 50.1 6.4 43.5 0.160 8,350
H22.10.1 19 53.9 15.6 1.9 26.6 0.7 1.3 43.9 3.9 52.2 0.160 6,960
H22.11.1 20 40.5 12.2 3.0 39.7 0.4 4.2 35.1 3.2 61.7 0.310 5,080
H22.12.1 21 59.2 11.7 7.8 19.4 0.9 1.0 49.0 6.5 44.5 0.190 8,110
H23.1.5 22 41.3 11.7 3.0 37.4 0.9 5.7 48.4 2.1 49.5 0.230 7,890
H23.2.1 23 47.4 6.0 2.8 40.0 1.9 1.9 48.0 5.1 46.9 0.200 7,870
H23.3.1 24 56.6 11.5 2.7 26.5 0.9 1.8 42.0 4.7 53.3 0.120 6,580
H23.4.5 25 51.4 11.1 7.6 28.5 0.7 0.7 47.3 5.6 47.1 0.140 7,730
H23.5.6 26 33.3 12.2 18.3 33.9 1.2 1.1 35.4 5.1 59.5 0.220 5,170
H23.6.1 27 41.0 16.9 22.9 13.3 3.5 2.4 38.1 4.5 57.4 0.100 5,730
H23.7.1 28 51.5 25.0 5.1 16.9 0.8 0.7 43.5 3.7 52.8 0.140 6,870

H23.8.1 29 67.8 13.0 1.1 15.3 0.1 2.8 42.5 7.1 50.4 0.180 6,740

H23.9.1 30 44.6 31.0 5.6 15.5 1.9 1.4 50.0 3.0 47.0 0.200 8,240

H23.10.3 31 35.4 12.6 19.9 28.2 1.0 2.9 40.4 4.3 55.3 0.230 6,220

H23.11.1 32 40.7 10.4 29.9 0.9 1.8 1.8 41.2 5.9 52.9 0.230 6,430

H23.12.1 33 34.4 17.2 34.4 9.3 2.7 2.0 44.8 6.0 49.2 0.150 7,200

H24.1.4 34 28.2 7.1 6.6 56.0 1.3 0.8 34.0 10.8 55.2 0.270 5,020

H24.2.1 35 52.1 6.2 13.9 25.8 1.0 1.0 44.0 8.0 48.0 0.190 7,080

H24.3.1 36 30.2 12.3 8.9 46.9 0.6 1.1 42.6 5.5 51.9 0.190 6,720

H24.4.3 37 53.2 14.2 12.7 15.0 0.8 4.1 64.9 9.2 25.9 0.260 11,580

H24.5.8 38 40.5 14.1 18.5 25.4 0.5 1.0 38.7 4.2 57.1 0.160 5,860

H24.6.1 39 45.1 20.6 12.4 18.6 1.0 2.3 46.6 3.2 50.2 0.210 7,520

H24.7.2 40 49.2 14.5 4.3 30.1 0.7 1.2 34.5 3.1 62.4 0.230 4,930

H24.8.1 41 51.2 24.4 4.3 18.5 0.4 1.2 42.9 4.5 52.6 0.180 6,760

H24.9.3 42 41.7 22.0 6.3 26.9 2.2 0.9 30.4 7.5 62.1 0.200 4,170

H24.10.1 43 42.9 18.8 4.2 32.1 1.4 0.6 41.9 4.8 53.3 0.220 6,550

H24.11.1 44 52.4 7.3 3.8 34.0 1.8 0.7 33.6 4.5 61.9 0.250 4,770

H24.12.3 45 54.7 7.1 5.9 31.4 0.3 0.6 31.6 4.0 64.4 0.320 4,330

H25.1.7 46 54.4 9.5 5.7 29.3 0.3 0.8 48.2 3.6 48.2 0.170 7,870

H25.2.1 47 58.9 7.4 3.0 29.6 0.5 0.6 47.1 2.5 50.4 0.230 7,610

H25.3.1 48 44.4 15.4 2.3 36.1 0.3 1.5 36.2 4.2 59.6 0.220 5,320

H25.4.3 49 50.0 30.8 4.5 13.7 0.3 0.7 41.4 1.8 56.8 0.230 6,370

H25.5.7 50 37.7 23.8 5.2 31.0 1.5 0.8 38.8 4.4 56.8 0.190 5,880

H25.6.3 51 37.7 16.3 13.4 29.7 0.4 2.5 39.9 2.5 57.6 0.190 6,070

H25.7.1 52 47.9 18.5 4.5 26.4 0.4 2.3 44.3 2.9 52.8 0.190 7,020

H25.8.1 53 43.1 16.7 15.2 21.9 0.5 2.6 40.7 3.0 56.3 0.210 7,340

H25.9.2 54 53.7 14.7 1.6 28.1 1.3 0.6 35.0 4.7 60.3 0.260 5,080

H25.10.1 55 65.6 14.9 3.2 14.9 0.4 1.0 47.9 2.7 49.4 0.200 7,780

H25.11.1 56 59.9 11.7 9.9 15.2 0.8 2.5 37.9 3.9 58.2 0.220 5,680

H25.12.2 57 54.0 12.6 13.5 14.0 0.8 5.1 32.2 3.4 64.4 0.200 4,450

H26.1.8 58 43.1 19.0 6.6 27.0 0.7 3.6 34.6 4.4 61.0 0.230 4,990

H26.2.3 59 58.1 10.2 4.1 23.8 0.6 3.2 38.6 4.1 57.3 0.250 5,830

H26.3.3 60 50.9 14.0 3.1 26.3 1.1 4.6 42.3 3.8 53.9 0.250 6,610

47.91 15.00 10.12 24.05 0.93 1.74 40.85 4.31 54.84 0.203 6,337

69.40 31.00 38.20 56.00 3.50 5.70 64.90 10.80 70.70 0.320 11,580

28.20 4.20 1.10 0.90 0.10 0.50 27.10 1.80 25.90 0.100 3,320

9.83 6.65 8.75 10.17 0.64 1.33 6.68 1.75 7.17 0.046 1440.82

平

成
22
年

度

平
成
23

年
度

平
成

24
年
度

No採取年月日

ごみ組成割合（水分含まず）(％) 三成分(％)
単位体積
重量
(t/㎥)

低位発熱量

(kJ/kg)

最　　大

最　　小

標準偏差

平　　均

平
成

25
年

度

平
成

21
年

度
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図 1 低位発熱量の推移 

 

低位発熱量の算定については、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006

改訂版（（社）全国都市清掃会議）」（以下、「計画・設計要領」という。）に

おいて、データが正規分布であるとして、90％信頼区間の両端をもってごみ質の

上、下限値を定める次のような手法が示されている。 

Ｘ1＝Ｘ＋1.645σ     Ｘ1：上限値 Ｘ2：下限値 

Ｘ2＝Ｘ－1.645σ     Ｘ ：平均値 σ ：標準偏差 

ここでは、この手法を基本として低位発熱量を算定する。 

表-1より、 

Ｘ（平 均 値）：6,337kJ/kg 

σ（標準偏差）：1,440.82≒1,441 

であることから、低位発熱量の下限値及び上限値はそれぞれ次のようになる。 

Ｘ ＝6,337kJ/kg（基準ごみ） 

Ｘ1＝6,337＋1.645×1,441＝8,707kJ/kg（高質ごみ） 

Ｘ2＝6,337－1.645×1,441＝3,967kJ/kg（低質ごみ） 
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本市では埋め立てごみのうち熱源利用プラスチックごみ（③類）を委託処理し

ているが、将来的には新たに整備を予定している焼却施設によって焼却し、熱エ

ネルギーの有効利用を図る計画である。 

そのため、上記にて算出した低位発熱量を熱源利用プラスチックごみの発熱量

を考慮して補正する。 

平成 32年度のごみ量は以下のとおりとなる。 

 可燃ごみ量：54,246t/年 

 熱源利用プラスチック：2,472t/年 

 

プラスチックの発熱量を 30,000kJ/kgとすると、基準ごみ質において分別して

いるプラスチックを合わせた発熱量は以下のようになる。 

 

     ｛(54,246×6,337)＋(2,472×30,000)｝÷（54,246＋2,472）＝7,368kJ/kg 

      7,368÷6,337＝1.163 

プラスチックの混合により 16.3％の発熱量の上昇が見込まれることになり、

高質ごみ、低質ごみについても同様に 16.3％発熱量が上昇するものとする。 

         高質ごみ  8,707×1.163＝10,126 kJ/kg 

         低質ごみ  3,967×1.163＝ 4,613 kJ/kg 

 

これに対し、基本構想にて設定した低位発熱量は、 

         基準ごみ 7,500kJ/kg 

         高質ごみ 10,500kJ/kg 

         低質ごみ 4,700kJ/kg 

であり、今回算出した値とほぼ同程度となる。 

これより、低位発熱量は基本構想にて設定した値を採用するものとする。 

 

※ 三成分、元素組成についても、低位発熱量と密接な関係があるため、基本構

想にて設定した値を採用する 
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（２）単位体積重量 

 単位体積重量については、低位発熱量と同様の手法で設定するものとする。 

 表-1より、 

 Ｘ（平 均 値）：0.203t/㎥ 

 σ（標準偏差）：0.046 

 である。 

一般に単位体積重量は、ごみ質が高質になるほど軽くなる傾向にあることか

ら、下限値を高質ごみ時、上限値を低質ごみ時と設定すると、ごみ質毎の単位

体積重量は、それぞれ次のようになる。 

 ・低質ごみ：0.203＋1.645×0.046＝0.279t/㎥ 

 ・基準ごみ：           0.203t/㎥ 

 ・高質ごみ：0.203－1.645×0.046＝0.127t/㎥ 

 

（３）まとめ 

 前段までにおいて設定した計画ごみ質を表-2に示す。 

 

表-2 計画ごみ質 

項目 
ごみ質 

低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 
（kJ/kg） 4,700 7,500 10,500 

（kcal/kg） 1,120 1,790 2,510 

三
成
分 

水分 （％） 68.3 55.7 43.1 

可燃分 （％） 28.1 39.7 51.2 

灰分 （％） 3.6 4.6 5.7 

元
素
組
成 

炭素 （％） 15.1 21.3 27.4 

窒素 （％） 0.6 0.9 1.1 

水素 （％） 2.1 2.9 3.8 

塩素 （％） 0.1 0.2 0.3 

硫黄 （％） 0.0 0.1 0.1 

酸素 （％） 10.2 14.4 18.5 

単位体積 

重量 
（t/㎥） 0.279 0.203 0.127 
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２．交付金交付要件 

計画施設は循環型社会形成推進交付金制度を活用して整備するものとする。エネル

ギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（平成 26 年３月策定）（環境省大臣官房

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）において設定されている計画施設をエネル

ギー回収型廃棄物処理施設（交付率 1/3）として整備する場合の交付要件を表-3に示

す。 

計画施設の施設規模は 210t/日であるため、表-3より、交付要件を満たすためには、

エネルギー回収率を 15％以上とする必要がある。 

また、その他要件として施設の長寿命化のための施設保全計画の策定が必要となる。 

 

 ※ エネルギー回収率：発電効率と熱利用率の和 

 

表-3 施設規模毎のエネルギー回収率の交付要件 

施設規模(t/日) 発電効率(％) 

100以下 10 

100超、150以下 12.5 

150超、200以下 13.5 

200超、300以下 15 

300超、450以下 16.5 

450超、600以下 17.5 

600超、800以下 18.5 

800超、1000以下 19.5 

1000超、1400以下 20.5 

1400超、1800以下 21.5 

1800超 22.5 

 

なお、平成 26 年度から高効率エネルギー回収及び災害廃棄物処理体制の強化の両

方に資する包括的な取り組みを行う施設に対して交付対象の重点化を図る事業が創

設されており、以下の交付要件を満たすことにより、高効率エネルギー回収に必要な

設備及びそれを備えた施設に必要な災害対策設備に係る交付率が 1/2となる。 
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○エネルギー回収率19％以上（施設規模：200t/日超、300t/日以下の場合） 

○整備する施設に関して災害廃棄物対策指針を踏まえて地域における災害廃棄

物処理計画を策定して災害廃棄物の受け入れに必要な設備を備えること  

○二酸化炭素排出量が「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活

における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関

して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」に定める一般廃棄物

焼却施設における一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量の目安に適合

するよう努めること  

○施設の長寿命化のための施設保全計画を策定すること  

○原則として、ごみ処理の広域化に伴い、既存施設の削減が見込まれること（焼

却能力300t/日以上の施設についても更なる広域化を目指すこととするが、こ

れ以上の広域化が困難な場合についてはこの限りでない。）  
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３．余熱利用の検討 

（１）熱回収方法 

焼却施設における熱回収は燃焼排ガスとの間接熱交換が基本である。この場合、

大別して蒸気として回収する廃熱ボイラ方式と高温空気として回収する空気加

熱器方式が主流である。ただし、空気加熱器方式は熱回収効率が悪く、回収熱の

利用用途も限られるため、近年の焼却施設では廃熱ボイラ方式による熱回収が一

般的である。熱回収に関する概略フローをそれぞれ図-3及び図-4に示す。 

 

蒸気

ごみ 炉 ボイラ 排ガス処理 煙突

給水  

図-3  廃熱ボイラによる熱回収概略フロー 

 

高温空気

ごみ 炉 ガス冷却室 空気加熱気 排ガス処理 煙突

給水 空気  

図-4  空気加熱器による熱回収概略フロー 

 

（２）利用方法 

ごみの焼却に伴い発生する高温の排ガスが持つ熱エネルギーは、排ガス中にボ

イラ等の熱交換器を設けることにより、蒸気や温水または高温空気等の形態で熱

回収できる。さらに回収した熱エネルギーは、需要先での利用形態や需要先への

輸送等に適した形態へ変換することが可能である。 

 

①発電利用 

ボイラで発生した蒸気によりタービンを回転させ、その動力により発電を行う

ものである。 

ボイラで発生した蒸気をタービン発電機で電気に形態変化させるため、熱回収

効率は蒸気に劣るが、汎用性が高く、輸送効率の高い電気として回収できるため

利用用途が非常に幅広い。また、ボイラ設備や発電設備の工夫により効率を向上
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させることができる。ただし、高効率発電のために多く採用される蒸気温度 400℃、

蒸気圧力 4MPa レベルの高温高圧を行う場合や低温エコノマイザを採用する場合

は、ボイラが腐食しやすくなるためボイラの材質や構造に十分留意する必要があ

る。 

 

〔利用例〕 

     ○工場内利用（電力会社からの買電削減） 

     ○電力会社への売電 

 

   ②温水 

ボイラにより発生した蒸気または空気加熱器により発生した高温空気を熱源

として温水または高温水を作るものである。 

熱回収効率が他と比較して最も良いが、単位あたりの保有熱量が低いため利用

用途が限られる。また、排ガスとの熱交換を行う熱交換器は温度域によっては腐

食しやすいので、予熱空気を熱源とした間接式の熱交換器とすることが望ましい。 

 

〔利用例〕 

     ○給湯 

     ○温水プール 

     ○温浴施設 

 

   ③蒸気 

ボイラを設置し、排ガスとボイラ内を流れる水とで熱交換を行い蒸気を作るも

のである。 

熱回収効率は比較的良く、ボイラの使用温度が 180℃から 320℃の範囲内であ

れば腐食しにくいので特に問題はない。 

 

〔利用例〕 

     ○工場熱源 

     ○冷暖房 

     ○スケートリンク 



 - 10 -  

 

（３）余熱利用先 

余熱利用先としては、場内利用と場外利用とに大別できる。場内利用としては、

焼却処理に必要なプロセス蒸気としての利用のほか、冷暖房等の熱源や施設内給

湯、施設内電力としての利用などがある。また、場外利用としては、場外の熱利

用施設の熱源としての蒸気や高温水あるいは温水の供給がある。 

 

   ①発電利用 

発電利用では、発電による施設電力の充足のほか、電力会社の送電網が利用で

きるため特別な設備投資無しで近隣公共施設への電力供給や電力会社への逆送

電による売電も考えられる。これらにより、施設電力の削減や売電収入による経

済効果及び温室効果ガス排出量削減が期待できる。 

 

 

   ②場内利用 

施設内には熱を必要とする空気予熱器、排ガス再加熱器、脱気器等の機器が多

数ある。これら機器の熱源として余熱を利用することは非常に有効であり、一般

にプロセス利用と呼ばれる。施設内熱利用機器は最も優先度が高い余熱利用先で

ある。 

次に、施設内の給湯や風呂の熱源としての利用が考えられる。施設の運転停止

中は給湯や風呂の利用ができなくなるため、停止中でも利用する場合はバックア

ップの熱源が必要となる。 

 

   ③場外利用 

一般に余熱の場外利用は焼却施設建設地周辺の住民への還元や焼却施設のイ

メージアップのために行われ、余熱利用施設として整備された施設で熱利用され

る。基本的に住民のニーズに応じた余熱利用施設を整備するため最も住民にわか

りやすい形で地元還元ができ、余熱利用量を最大化することができるが、焼却施

設とは別に土地と建設費が必要になることから最も経費がかかる。 

参考として表-4に他自治体の余熱利用施設の例を示す。 
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表-4 余熱利用施設の例 

 

 

 

 

施設
規模

竣工
年度

余熱利用量
（仕様値・公称値）

発電出力

(t/d) (MＪ) (kW)

1
豊中市伊丹市クリーンランド
ごみ焼却施設（１～３号炉） 675 S50 25,401,000 2,000

2
豊中市伊丹市クリーンランド
ごみ焼却施設（４号炉）

195 H7 31,723,000 5,000

3 姫路市 市川美化センター 330 H4 不明 1,200 ○ ○ ○
芝生広場

4 笠間・水戸環境組合 笠間・水戸環境組合環境センター 105 H4 20,697,600 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 大和市 大和市環境管理センター 450 H5 187,562,245 3,100 ○ ○ ○ ○ ○

6 八王子市 八王子市北野清掃工場 100 H6 23,950,000 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 市川市
市川市クリーンセンター
（ごみ焼却処理施設） 600 H6 128,070,000 7,300 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 衣浦衛生組合
衣浦衛生組合
クリーンセンター衣浦

190 H7 50,803,200 － ○ ○

9
福井坂井地区
広域市町村圏事務組合

清掃センター 222 H7 137,776,679 － ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 周南地区衛生施設組合 恋路クリーンセンター 330 H7 151,112,640 1,900 ○ ○

11 甲府市 甲府市環境センター附属焼却工場 360 H7 417,715,200 1,950 ○ ○ ○ ○

12 尾三衛生組合 尾三衛生組合東郷美化センター 200 H9 16,877,952 － ○ ○ ○

13
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
墨田清掃工場

600 H9 246,300,000 13,000 ○ ○ ○

14
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
北清掃工場 600 H9 284,700,000 11,500 ○ ○

15 湖西市 湖西市環境センター（ごみ焼却施設） 120 H10 不明 － ○ ○ ○ ○

16
多摩ニュータウン
環境組合 多摩清掃工場 400 H10 436,781,706 8,000 ○ ○ ○

17 盛岡市 盛岡市クリーンセンター 405 H10 292,554,662 1,570 ○ ○ ○ ○ ○
アリーナ ○ ○

18 松塩地区広域施設組合
松本クリーンセンター
（可燃処理施設）

450 H10 213,360,000 6,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 西多摩衛生組合 西多摩衛生組合環境センター 480 H10 8,719 1,980 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
新江東清掃工場 1,800 H10 857,300,000 50,000 ○ ○

21 八王子市 八王子市戸吹清掃工場 300 H10 231,415,128 2,080 ○

22
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
港清掃工場 600 H10 531,700,000 22,000

23
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
豊島清掃工場

400 H11 264,200,000 7,800

24
柏・白井・鎌ヶ谷
環境衛生組合 クリーンセンターしらさぎ 256.5 H11 55,883,520 － ○ ○ ○ ○

25
児玉郡市広域市町村圏
組合

児玉郡市広域市町村圏組合立
小山川クリーンセンター 228 H12 78,939,840 2,400 ○ ○ ○ ○

26 登別市 クリンクルセンター 123 H12 1,579,783 － ○ ○ ○ ○

27
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
中央清掃工場 600 H13 419,400,000 15,000 ○ ○

28
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
渋谷清掃工場 200 H13 152,200,000 4,200

29 京都市 京都市東北部クリーンセンター 700 H13 不明 15,000 ○ ○ ○

30 横浜市 資源循環局金沢工場 1,200 H13 309,267,667 35,000 ○

31 佐世保市 東部クリーンセンター 200 H13 283,368,960 1,990 ○

32 高知市 高知市清掃工場 600 H13 767,657,341 9,000 ○

33 岡山市 岡山市東部クリーンセンター 450 H13 75,511,200 12,100 ○ ○ ○ ○ ○
ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ

34 川口市 川口市朝日環境センター 420 H14 不明 12,000 ○ ○ ○

35 佐賀市 佐賀市清掃工場 300 H14 655,200,000 4,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
板橋清掃工場 600 H14 456,100,000 13,200 ○ ○ ○ ○

37 豊橋市
豊橋市資源化センター
（焼却施設１・２号炉） 400 H14 41,209,560 8,700 ○ ○ ○

38 常陸太田市 清掃センター 100 H14 117,082,223 － ○

39 西いぶり広域連合 西胆振地域廃棄物広域処理施設 210 H15 131,326,272 1,980 ○ ○ ○ ○ ○

40
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
多摩川清掃工場 300 H15 174,400,000 6,400 ○ ○

41 大阪市 大阪市環境局平野工場 900 H15 806,769,939 27,400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 高松市 高松市南部クリーンセンター 300 H16 157,180,680 2,800 ○ ○ ○ ○

43 仙台市 松森工場 600 H16 354,863,040 14,100
○

露天風呂 ○ ○
○

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
○

ﾌｯﾄｻﾙ ○ ○
○

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ

44
東京二十三区
清掃一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合
足立清掃工場

700 H16 532,100,000 16,200 ○ ○ ○ ○

45 柏市 柏市第二清掃工場 250 H17 207,244,800 2,500 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 浜松市 西部清掃工場 450 H20 44,748,480 9,600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レスト
ラン

多目的
ホール

その他

○ ○

喫茶・食
事コー
ナー和室

○○ ○ ○

プール
レジャー
プール 体育館

アスレ
チック
ジム

スタジ
オ

野球場
運動広

場

トレー
ニング
ルーム

グラウ
ンド等

リラク
ゼーショ
ンラウン

ジ

屋内
テニス
コート

屋内
ゲート

ボール場

福祉
センター 生活館

老人会
館

フィール
ドアスレ
チック施

設

テニス
コート

豊中市伊丹市
クリーンランド

市町村・組合名 浴室
(サウナ)

集会施
設

養護学
校

熱帯植
物温室

植物館 資料室 会議室

施設概要

施設名称

余熱利用施設・併設施設

ゲート
ボール

パター
ゴルフ

場

ウォー
キング
コース
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（４）余熱利用の検討 

   1）熱回収方法 

ごみの燃焼熱を有効に回収・利用するため、熱回収方法は廃熱ボイラ方式とす

る。 

 

  2）余熱利用方法 

   ①蒸気 

施設内熱利用機器での余熱利用を優先的に行う。 

 

   ②発電利用 

場内プロセス利用、場外余熱利用以外の余熱は、積極的に発電に利用すること

とする。 

 

   ③場内給湯利用 

発電利用への積極的な余熱利用を行うこととするが、施設内には給湯設備を設

けるため、その熱源として余熱を利用する。なお、施設の運転停止中でも利用可

能なようにバックアップの熱源を設けることとする。 

 

   ④場外余熱利用 

場外余熱利用としては既存施設と同規模の温水プールを計画施設近傍に整備

する計画とする。余熱利用施設への熱供給方法としては、焼却施設側で温水を生

成し、余熱利用施設へ送るケース（図 4参照）と、焼却施設から余熱利用施設へ

蒸気を送り、余熱利用施設側で温水を生成するケース（図 5参照）が考えられる。 

余熱利用施設への熱供給方法として温水と蒸気について比較したものを表 5

に示す。 
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図 4 余熱利用フロー（外部温水供給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 余熱利用フロー（外部蒸気供給） 

タービン排気復水器 給湯用温水発生器
余熱利用施設用
温水供給ポンプ

ごみ焼却施設

高圧蒸気だめ 低圧蒸気だめ

蒸気タービン 発電設備

給湯用温水供給ポンプ 場外余熱利用施設へ

給　湯

復水タンク

給油タンク

予備ボイラ
余熱利用施設用

温水発生器

タービン排気復水器 給湯用温水発生器
温水プール

ごみ焼却施設

高圧蒸気だめ 低圧蒸気だめ

蒸気タービン 発電設備

給湯用温水供給ポンプ

給　湯

復水タンク

場外余熱利用施設

給油タンク 温水発生器

予備ボイラ 温水供給ポンプ
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表-5 余熱利用施設への熱供給方法の比較 

項 目 温 水 蒸 気 備 考 

焼却施設 

の管理 

運転への影響 小 大 
・蒸気負荷の変動はタービン出力の低下など

焼却施設の運転に影響がある。 

ボイラ水質管理 小 大 

・温水は独立系でありボイラ水質には影響を

与えない。 

・蒸気は凝縮水の汚染の可能性があり、蒸気

配管が長いほど可能性が大きくなる。 

給熱配管 

の管理 

配管の管理 容易 難 

・蒸気設備の管理は、技術と経験が必要であ

る。 

・ドレントラップの点検を必要とする。 

安全性 
比較的 

安全 

危険性 

あり 

・噴出時の危険性は蒸気が大きい。また、管

理職員の危険性も大きくなる。 

給熱設備の 

管理 

供給安定性 安全 不安定 
・温水は蓄熱が容易である。 

・蒸気は蓄熱が難しい。 

運転、停止操作性 容易 難 

・蒸気設備運転時は、配管内の温度をゆっく

り上げる暖気操作が必要となる。（操作に

経験を要する。） 

設備費用 交付対象 有利 不利 

・温水の場合余熱利用施設用の温水発生器や

供給ポンプを工場内に設置するため、工場

建設時に交付対象として整備することが可

能。 

その他 

給熱距離 長 短 
・蒸気の場合大略 2ｋｍ程度までとされてい

る。 

熱効率 小 大 
・蒸気は単位容量当たりの熱エネルギーが大

きいため、伝熱効果が高い。 

実 績 建設実績 大 小   
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（５）場外余熱利用の検討 

計画施設にて発生する余熱を計画施設近傍に整備予定である温水プールにて

利用するケースについて検討する。 

  1）必要熱量及び熱回収量 

①温水プールにおける必要熱量 

既存施設と同規模の温水プールにおいて、必要熱量が最大となる冬季における

必要熱量を以下のとおり想定する。なお、夏季は冷房が必要となるため、暖房の

1.2倍の熱量が必要であると想定されるが、加温熱量が少量となるため、試算に

よると冬季より必要熱量は小さくなる。 

 

    ・温水プール（加温熱量）：695MJ/h 

（一般用：25ｍL×13ｍW×1.1ｍH、児童用：20ｍL×6ｍW×0.5ｍHとして算

出）※別途計算書あり 

    ・暖房：1,179MJ/h 

建築面積 1階：1,400㎡、2階：360㎡とすると、 

     （1,400㎡＋360㎡）×670kJ/㎡・h※ 

    ・シャワー設備：575MJ/h 

1 人当たりの使用水量：100L/人、一日の利用者数：300 人、開園時間：12

時間とすると、 

     100L/人×300人÷1,000×230MJ/㎥※÷12h  

 

       計： 695MJ/h＋1,179MJ/h＋575MJ /h≒2,450MJ/h 

 

          ※ ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2006年改訂版）より 

 

②計画施設における熱回収量 

計画施設における熱回収量を以下のとおり想定する。 

 

    ・入熱量：7,500kJ/kg×210t/日÷24h＝65,625MJ/h 

     熱回収効率 80％とすると 

    ・熱回収量：65,625MJ×0.8＝52,500MJ/h 
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     プロセス蒸気として約 20％利用されるとすると、残りの熱量は 

     52,500MkJ/h×（1－0.20）＝42,000MJ/h 

 

       計：42,000MJ/h 

 

③余剰熱量 

上記より 

      42,000MJ/h－2,450MJ/h＝39,550MJ/h 

 

よって、温水プールにおける必要熱量を計画施設にて発生する余熱で補う場合、

約 39,550MJ/hの熱量が余ることとなる。 

 

  2）余剰熱量での発電効率 

1)の余剰熱量 39,550MJ/h を積極発電に利用する。発電による熱エネルギーか

らの変換率は概ね 20～25％程度であるので 

39,550MJ/h×0.20～0.25÷65,625MJ/h＝12.1～15.1％ 

となる 

ここで、前段までで設定した熱回収効率（80％）、プロセス蒸気としての熱利

用率（20％）等の諸条件は、現段階において安全側に設定した値であるため、各

メーカーのノウハウにより、発電効率のみでエネルギー回収効率 15％以上を達

成することは可能であると考えられる。 

また、上記は温水プール側の必要熱量が最大となる冬季における試算であり、

暖房が不要となる期間においては、暖房に必要な熱量が不要となるほか、プール

の必要加温熱量も減少するため、発電効率はさらに増加する。 

さらに、温水プールの営業時間外においては、冷暖房、シャワーに必要な熱量

が軽減するため、積極的な発電が可能である。これらのことから、発電機の設計

ポイントにおける熱利用量を増加することも可能で発電効率の向上に繋がる。 
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３．発電量の試算 

（１）発電出力 

余剰熱量の発電効率から見込まれる発電出力は以下のとおり算出される。 

    ・焼却処理量：210t/日（8.75t/h） 

    ・ごみ発熱量：7,500kJ/kg（基準ごみ時） 

    ・発電効率：15％ 

  以上の仮定条件により発電出力を算出すると、 

  発電出力＝1,000×8.75t/h×7,500kJ/kg×0.15/3,600 

        ≒2,750kW 

 

（２）発電量 

以下に示す条件をもとに発電量の試算を行う。 

＜条件設定＞ 

発電出力：2,750kW（ごみ tあたり 314kWh） 

発電設備稼働率    ：70％ 

年間ごみ処理量    ：56,718t/年（平成 32年度予測値） 

 

以上により、 

年間発電量＝56,718t/年×314kWh/ごみ t×0.7 

     ＝12,467MWh/年 

 

（３）施設内利用電力量 

①焼却施設 

他都市施設事例により、施設内利用電力量を 120kWh/ごみ t程度と想定し、年

間利用電力量を試算する。 

 

年間利用電力量＝56,718t/年×120kWh/ごみ t 

       ＝6,806MWh/年 
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②リサイクル施設 

他都市施設事例により、施設内利用電力量を 100kWh/ごみｔ程度と想定し、年

間利用電力量を試算する。 

 

年間利用電力量＝8,057t/年×100kWh/ごみｔ 

       ＝806MWh/年 

 

③余熱利用施設 

余熱利用施設は、既存施設と同規模の温水プールを整備することを想定し、施

設内利用電力量としては、既存施設実績値と同程度と想定する。 

 

年間利用電力量＝313MWh/年（既存施設の平成 25年度実績値） 

 

④合計 

 ①、②、③より、 

年間利用電力量＝6,806MWh/年＋806MWh/年＋313MWh/年 

       ＝7,925MWh/年となる。 

 

（４）売電料金 

（３）で算出した施設内利用電力は全て発電により賄うものとすると、 

 

年間余剰電力＝12,467MWh/年－7,925MWh/年 

      ＝4,542MWh/年 

 

となり、売電単価を 12円/kWh（税抜き）※とすると、 

 

売電料金＝4,542MWh/年×1,000×12円/kWh＝54,504千円となる。 

 

※売電単価は、バイオマス比率を 50％、非バイオマス分の売電単価を 7円/kWh

と想定し、固定価格買取制度における廃棄物系バイオマスの調達価格：17

円/kWhを基に設定した。 
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電力フロー図を図 6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 電力フロー図 
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